
国史跡橘樹官衙遺跡群の史跡追加指定について



１ 国史跡橘樹官衙遺跡群の概要

（１）指 定 の 履 歴  平成 27年  3月 10日付 文部科学省告示第  38号 史跡指定
            平成 30年 10月 15日付 文部科学省告示第 195号 追加指定
（２）指 定 名 称  橘樹官衙遺跡群（たちばなかんがいせきぐん）

（３）指 定 地  川崎市高津区千年字伊勢山台４１５番２外６４筆等

（４）指 定 面 積  １５，１２０．０８㎡

（５）遺跡群の評価  ７世紀後半の地方行政組織である評
ひょう

の役所の成立の背景や構造、そ

こから郡衙
ぐ ん が

（郡家
ぐ う け

）へと発展する過程やその後の廃絶に至るまでの

経過をたどることができる希有な遺跡で、７世紀から１０世紀の地

方官衙の実態とその推移を知る上で重要である。

２ 史跡追加指定の経緯 

平成２７年３月１０日の官報告示により本市初の史跡に指定された橘樹官衙遺跡群について

は、史跡の将来にわたる保存整備・活用を図るための基本方針として、「国史跡橘樹官衙遺跡群

保存活用計画」を平成３０年２月１３日に策定した。

この保存活用計画策定に向けた検討を進める中で、史跡が所在する高津区千年及び宮前区野川

の土地所有者等に、橘樹官衙遺跡群の将来的な保存・活用等における市としての考え方等を説明

したところ、土地所有者の中から史跡追加指定についての同意を得ることができたことから、史

跡の追加指定に向け、文化庁に平成３０年７月２６日付で意見具申を行い、同年１１月１６日に

文化審議会から追加指定の答申を受けた。

追加指定については、平成３０年１０月１５日付に続き、今年度２回目となる予定である。

３ 史跡追加指定地の概要

（１）追加指定の対象の所在地  川崎市高津区千年字伊勢山台４４０番１外５筆

（２）指定の対象の面積     

ア 追加指定面積   １，４０５．００㎡

イ 既指定面積  １５，１２０．０８㎡

ウ 合 計  １６，５２５．０８㎡

（３）所有関係の状況  

ア 追加指定地  民 有 地（所有者３名）     １，４０５．００㎡

イ 既 指 定 地  国 有 地             ５４８．２５㎡

（所管：財務省関東財務局横浜財務事務所）

川崎市有地            ２，９９９．０１㎡

民 有 地（所有者１３名）   １１，５７２．８２㎡

ウ 合 計 国 有 地              ５４８．２５㎡

市 有 地            ２，９９９．０１㎡

民 有 地（所有者１６名）   １２，９７７．８２㎡
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４ 史跡追加指定のスケジュール

・平成３０年 ７月２６日 文化庁に意見具申書を提出

・平成３０年１１月１６日 国の文化審議会文化財分科会で審議・議決、史跡追加指定を文

部科学大臣に答申

・平成３１年春頃     官報告示予定（正式に追加指定） 

５ 史跡追加指定後の予定

（１）追加指定の官報告示後、活用事業を実施し周知化を図る（史跡めぐりツアー、発掘調査

現地見学会、古代衣装体験等） 。                       

（２）史跡指定地及び追加指定地については、土地所有者から市による土地買取りの要望が出

されていることから、「国史跡橘樹官衙遺跡群保存活用計画」に基づき、土地所有者との

調整を図った上で公有地化スケジュールを作成し、国庫補助（８０％補助）を活用して、

公有地化を図る。

（３）史跡指定地については、今後、市民の活用に向けた整備を進めていく予定であるため、

公有地化の進捗に合わせ、国から現状変更許可を得て、橘樹官衙遺跡群の詳細な内容を

把握するための発掘調査を実施する。
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①須恵器（皿）の出土状況 

【橘樹郡家跡第16次調査】

②正倉跡の確認状況 

【橘樹郡家跡第５次３区】
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